
保険金・給付金の受取人について 
受取人変更未了の契約はありませんか？ 

   ★ネット請求、LINE請求推進中★ 

     簡易請求の際はぜひご活用ください 

           

がん０１に加入。給付金受取人を母親に設定。２０年後に被保険者が 
がんに罹患。被保険者はがん罹患後に受取人変更を実施するも、がん 
診断給付金請求権者は母親（診断時点の請求権者）である為、母親 
から給付金請求をする必要があった。しかし被保険者は母親とは疎遠に
なっており、すぐにお支払できず不備として長期化してしまった。 

 
支払事由発生時までに受取人の変更ができていなかったために、給付金のお支払がス
ムーズに進まず、長期化してしまった事例です。契約時に受取人として設定した方も、
期間が経過しそれぞれ状況が変化している可能性があります。保障内容だけでなく、
受取人含むご契約内容すべての要素について、定期的な確認が必要です！ 

 ★クレドの理解と浸透に向けて★ 

    Vol.1クレドとは？をご参照ください 


